
３ 障害者（児）歯科口腔保健推進研修事業 

 

１ 事業の目的 

歯科関係者が障害者の口腔ケアに関する研修会を受けることで、口腔ケアサポートマニュア

ル（平成 26年度作成）の活用を促し、すべての歯科診療所で軽度の障害者（児）が定期的な歯

科検診及び歯科保健指導が受けられる口腔ケアサポート体制を構築する。 

２ 事業内容 （愛知県歯科医師会委託） 

（１）研修企画会議 ２回 

 （２）研修会の開催 ３回 

対 象： 歯科医師 

  内 容： 障害者の口腔保健の基本 

定期的口腔ケアへの導入法など 

 （３）研修補助教材の作成 

作成数： 4,000部 

    配布先： 歯科診療所、市町村、保健所等 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康対策課

研修企画会議

業務委託 県歯科医師会

報告書の提出

開催回数：２回

委員：歯科医師、歯科
衛生士

委託業務

口腔ケアができる歯科診療所

歯科医療センター 12か所 愛知歯科医療センター
名古屋北歯科医療センター
名古屋南歯科医療センター
名古屋市中央療育センター
一宮市口腔衛生センター
豊川市歯科医療センター
豊田市こども発達センター
半田歯科医療センター
碧南市障害者歯科診療所
岡崎歯科総合センター
蒲郡市障害者歯科診療所
豊橋市こども発達センター

障害者（児）

受診

・診療室に対する恐怖心を取り除く練習
・歯科医療従事者との信頼関係の構築
・基礎的な口腔ケア習慣定着の支援
・フッ素塗布等の予防処置

一般的歯科治療

紹介

紹介

（必要に応じ）

（必要に応じ）

認定協力医

178人

協力

定期的な口腔ケア予防

一次医療

一般歯科診療所

研修実施
研修会

委託先：（一社）愛知県歯科医師会

H26 障害者（児）口

腔ケア推進事業成
果物口腔ケアマ
ニュアルの活用

活用

＜口腔ケアサポートマニュアル＞ 

すべての歯科医療関係者が障害者（児）の

口腔ケアサポートに取り組める体制づくり

を進めるために歯科医療関係者が障害状況

に応じた口腔ケアが行えるよう、サポート

するためのマニュアル。 

資料２－３ 


